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学校法人タイケン学園に対する対応について 

 
１ これまでの経緯について 

平成２２年、区は桃丘小学校跡施設を『若い世代の表現活動者や団体が育つ

場とする。』という施設活用内容を示し、事業者公募をおこなった。この公募

の結果、学校法人タイケン学園を事業者として選定し、当該施設を貸出すこと

としたところである。 
 
平成２３年、区とタイケン学園は、当該施設における実施事業を定めた『桃

丘小学校跡施設活用に関する事業に係る基本協定書』（基本協定）および賃貸

借契約書を締結した。その後、タイケン学園は基本協定に則って事業を実施し

ていたと区は認識していた。 
 
区は、プロポーザル、基本協定、賃貸借契約書のいずれにおいても、まちづ

くり事業を行うため、期間を５年間とすることを明示しており、タイケン学園

も基本協定の趣旨を十分に理解し、５年で退去する旨了承していた。しかし、

突然、本年３月に区に対し施設を９月以降も継続する旨を主張してきた。 
 
２ 基本協定および賃貸借契約の解除について 

今般、タイケン学園による基本協定および賃貸借契約にかかる複数の重大な

違反行為が判明した。このことにより、区は当該基本協定および賃貸借契約に

ついては、８月１９日をもって解除するとともに、施設の明渡し及び損害賠償

金を支払うよう通知したところである。 
 
３ 今後の対応について 

現在もタイケン学園は本施設を占有し、施設の明渡しに応じない状況である。

区は、施設の明渡し及び損害賠償を求める訴えを裁判所に提起することを準備

している。 


